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１．はじめに
　意匠登録出願は、先願主義及び早期権利化の要請
から、出来る限り早急に出願を行うべきであるが、
意匠登録出願の審査期間が短縮しているため、商品
の発売前に、意匠公報の発行によって意匠の内容が
公告（公開）される事態が生じ、商品の販売戦略等
に支障が出ることが懸念される。
　このような事態を防ぐため、日本においては、意

匠の設定登録の日から最長３年間、意匠の内容を秘
密にすることが出来る秘密意匠制度があり、この制
度を利用することによって、意匠の公開時期の調整
を図ることが可能である。日本において秘密意匠が
請求された出願の出願全体に対する比率は、9.1％程
度と言われており（平成27年度 意匠出願動向調査報
告書より）、秘密意匠が多く活用されている。
　また近年では、グローバルな製品展開が多く行な
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われていることから、日本のみならず、海外におけ
る意匠の保護も重要な課題となっているが、海外に
意匠登録出願する際にも、各国における意匠の公告
時期、秘密意匠制度又は公告の繰り延べ制度の有無
を確認した上で、意匠出願を行う国の選定や意匠登
録出願のタイミングを検討する必要がある。そこで、
今回は、各国における意匠の公告時期、及び秘密意
匠制度について概説する。

２．各国における秘密意匠制度
【日本】
　日本では、意匠出願は、実体審査を経て、意匠権
の設定登録日から約１ヶ月後に意匠公報が発行され
る。意匠公報には、意匠登録番号、設定登録日、出
願番号及び出願年月日、意匠権者、図面、写真、ひ
な形又は見本の内容等が掲載される。意匠登録出願
の審査期間は、約７ヶ月程度である。
　日本には、秘密意匠制度があり、登録後も一定期
間、出願に係る意匠の公表を防ぐ必要がある場合は、
出願人は、出願時又は登録料の納付と同時に、設定
登録の日から最大３年間、意匠の内容を秘密にする
ことを請求することが可能である（意匠法第14条１
項）。
　秘密意匠の請求があった意匠登録出願については、
出願番号、出願年月日、意匠権者等の書誌的事項の
みが意匠公報に掲載され、図面等は、秘密期間の経
過後に意匠公報に掲載される。
　但し、秘密意匠については権利行使に制限が設け
られており、秘密意匠に係る意匠権の差止請求に
ついては、意匠公報と同様の内容を記載した書面で
あって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警
告した後でなければ、差止請求することができない

（意匠法第37条第３項）。
　また秘密意匠に係る意匠権の侵害に基づく損賠賠
償請求についても、侵害者に過失があったものとは
推定されないため、意匠権者が侵害者の故意又は過
失を立証する必要がある（意匠法第40条）。

【中国】
　中国では、意匠登録出願は、方式的要件の審査が
行われた後、登録要件を満たす場合は、意匠権付与
通知が通知され、意匠登録料、初年度の年金を支払
うと登録となる。登録後、意匠公報に意匠の内容が
掲載される。中国における平均的な審査期間は、約

４ヶ月から６ヶ月程度である。
　中国には、秘密意匠制度又は公告を繰り延べる

（延期）する制度はない。そのため、意匠の公告を延
期する手段としては、委任状を提出しない等の方式
的不備を伴う出願を行って、登録を遅らせる方法を
取るほかない。

【香港】
　香港では、意匠登録出願は、実体的要件の審査は
行われず、方式的要件が満たされている場合は、登
録決定が下され、その後、意匠公報に意匠の内容が
掲載される（意匠条例25条）。香港の平均的な審査
期間は、３ヶ月から６ヶ月程度である。
　香港には、秘密意匠制度又は公告を繰り延べる

（延期）する制度はない。そのため、意匠の公告を延
期する手段としては、委任状を提出しない等の方式
的不備を伴う出願を行って、登録を遅らせる方法を
取るほかない。

【台湾】
　台湾では、意匠登録出願は、方式的要件、実体的
要件について審査が行われた後、登録要件を満たす
場合は、意匠登録許可査定書が発行される。意匠登
録許可査定書送達翌日から３ヶ月以内に、証書料及
び初年度の特許料を納付すれば、登録され、意匠公
報に意匠の内容が掲載される。（特許法52条第１項）。
台湾の平均的な審査期間は、約８ヶ月から16ヶ月程
度である。
　台湾では、証書料及び初年度の特許料を納付する
際に、公告期間を最大６ヶ月延期することが可能で
ある（特許法施行細則第86条）。
　但し、公告日より意匠権が付与されるため、公告
の延期を申請した場合、意匠権の付与も遅れること
になる（特許法52条）。

【韓国】
　韓国では、意匠登録出願は、出願公開の請求（デ
ザイン保護法52条）を行わない限り、登録後に、意
匠公報に意匠の内容が掲載される。韓国における意
匠登録出願の審査は、実体審査を経る出願と、実体
審査を経ない無審査意匠出願に分かれており、実体
審査意匠出願の場合は、出願から約７ヶ月から12ヶ
月程度の審査期間であり、無審査意匠出願の場合は、
出願から約２ヶ月から３ヶ月程度の審査期間となっ


